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議   題 

１．身体障害者手帳認定基準の変更について 

２．身体障害者手帳の交付状況について 

３．指定医師について 

 

（１．開会） 

 

（２．議事） 

 

  １事務局から身体障害者手帳認定基準の変更について説明 

  

  ２事務局から身体障害者手帳の交付状況について説明 

  

  ３事務局から愛媛県と松山市の指定認定の状況について説明 



議事内容 

 質疑応答 

 

（委員） 視覚障害について。7月から新たな基準となり，視野基準については厳

格になると思われる。6月末までに視野の検査を行い診断書を作成した

場合，診断書の効力を有する 9 月末までに身体障害者手帳の申請を行

えば旧基準で認定されるという認識でよいか。 

（事務局） そのとおり。旧基準にて診断書を記載する場合は旧様式を用いることに

ついてご留意いただきたい。 

（委員） 視覚障害に関する認定基準について，改正のタイミングでスムーズに移

行できるよう，周知等に努めていただきたい。 

（委員） 指定医師について，愛媛県と松山市の指定基準が現行の運用上異なって

いるが，これを揃えようという事務局の説明だった。過疎地域等の医師

の指定を行う愛媛県と，医師数の多い中，専門性を確保する必要のある

松山市とでは求められる指定内容が異なるのでは。 

（委員） 松山市以外の愛媛県下医師は，指定基準が変更することについて影響は

ないか。 

（事務局）  事務担当レベルでは大きな影響はないのではないか，との感度である。

今回の話も，県からの相談が発端である。 

（委員）  愛媛県は，医師数の限られた地域についても指定を行う。特に過疎地域

では，１人の医師が多方面への対応を行う必要があり，そのために愛媛

県の指定基準に幅を持たせているのだと思われる。揃えるのは難しいの

では。事務の簡素化については対応すべき。 

（委員）  基準変更前に指定された指定医師の取扱いはどうするのか。 

（事務局）  既得権の剥奪は難しいと考えられるため，基準変更前の指定医師は資格

をそのまま継続することを考えている。 

（委員） 指定医基準に専門医資格を入れる場合。高齢医師になると，専門医を辞

める者もいる。そのような医師は指定医師の資格も取り下げられるの

か。 

（委員） 指定医師の資格は，一度取得したら原則永続する。指定医師の申請時に

専門医資格を持っていればよい取扱いにすればよいのでは。一度専門医

資格を取得している以上，専門性は担保できていると考えられる。 

（委員） 耳鼻科医については，学会としては指定医について，専門医資格を持つ

ことで専門性を確保しようと言う方向性である。 

（委員） 指定医基準については，今後も継続して検討していく必要がある。 

 

 

備 考（資 料） 

（配布資料）       

認定基準の取扱いについての一部改正について（腎臓障害） 

認定基準の取扱いについての一部改正について（視覚障害） 

身体障害者手帳の交付に関する集計データの概要 

身体障害者福祉法15条に基づく医師の指定について 

公開・非公開 全部公開          部分公開          非公開 

傍聴者数   ０ 人 （ ３ 席） 

 


